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第１章 大綱の制定について 
 

１ 羽島市教育大綱の位置づけ              
 

羽島市教育大綱（以下「大綱」という。）は、「地方教育行政の組織及び運営

に関する法律」第１条の３に基づき、羽島市の教育が目指す基本的な方向や今

後推進すべき施策を明らかにするものであり、羽島市の教育の振興に関する基

本的な方針及び講ずべき施策について定めた「羽島市教育振興基本計画」平成

２４年３月策定）の骨子となる部分を持って大綱として定めるものです。 

 

２ 大綱の期間                     

大綱が対象とする期間は、平成２７年度を始期、羽島市第六次総合計画 実施

計画の前期期間である平成３１年度を終期としますが、本市の総合計画や国県

及び社会情勢の動向を踏まえ、適時改定するものとします。 

 

 

 羽島市第六次総合計画 

       市         実施計画【前期】 
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第２章 羽島市の教育のめざす姿 

１  教育の基本理念   

 

～市民一人一人が「私は、この目標に向かって、今、このことを頑張っています。」と言い切れる羽島市～ 

 現在、羽島市第六次総合計画の将来都市像「心安らぐ 幸せ実感都市 はしま」の実現に、

教育は人づくりの面から取り組んでいます。その中で、めざす人間像として、問題を問題

としてとらえ、それを解決し、さらに、人としてより質の高い生き方を求め続ける人づく

りを進めたいと考えます。 

 そのためには、市民一人一人が、それぞれのライフステージやライフスタイルに応じて、

個々の目標を明確に持ち、質の高い学習・文化・スポーツ活動を主体的に展開し、生き甲

斐のある毎日を送れるようにする必要があります。 

 目標を持ち、志をもって、目の前の問題に気付き、果敢に取り組み、一つ一つの問題を

解決し、閉塞感のある時代を切り開いていく人づくりを推進していくことが大切であると

考え、この基本理念を設定しました。 

 この基本理念を実現するために、次の２つの基本方向をもとに施策を推進します。 

 

<施策の基本方向１> 

子どもたちに「生きる力」を確実に育む施策を推進する。 

 

    ⑴安全で安心して学ぶことができる学校づくり 

    ⑵生きる力を育む学校づくり 

    ⑶豊かな心を育む家庭・地域社会の教育力の向上 

 

<施策の基本方向２> 

市民一人一人が生涯にわたり充実した学びができる施策を推進する。 

 

    ⑴誰もが心豊かに生きることのできる生涯学習の推進 

    ⑵芸術・文化活動の振興及び活用を通じ、誰もが誇りをもって語れる 

「ふるさと羽島」の実現 

    ⑶誰もが健康で活力ある生活を送ることのできる生涯スポーツ社会の 

実現 
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２  施策の基本方向１について   

～  子どもたちに「生きる力」を確実に育む施策の推進 ～ 
 

 基本理念実現のためには、学校、保護者、地域社会が連携、協力し合って子どもた

ちに「生きる力」を育むことが必要です。そのためには、次の３つの視点から施策を

推進する必要があります。 
 

（１）子どもたちが安全で安心して学ぶことのできる環境の確保 

 学校施設の耐震化、想定される災害への備え、安全点検、教育備品の整備などの施

設面での施策とともに、いじめや不登校、問題行動への適切な指導、防災教育や避難

訓練の実施など、指導面等での施策を充実させ、日々、子どもたちが安全で安心して

学ぶことができる環境を整えることが必要です。 
 

（２）「生きる力」を確実に育む学校づくり 

 「生きる力」である「確かな学力」「他人を思いやる心や感動する心などの豊かな人

間性」「たくましく生きるための健康や体力」の３つの力をバランスよく育むために、

学校において、望ましい集団を育て、授業を充実させ、系統的、組織的な教育活動を

行うことが大切です。学校における教育活動が充実し、一人一人の力を十分に伸ばす

ためには、特に、「個に応じたきめ細かな指導」「教職員の資質・能力の向上」「幼児

期からの段階的な指導」などに対する施策が必要です。 
 

（３）家庭・地域社会の教育力の向上 

 平成１８年に改正された教育基本法には、「保護者は、子の教育について第一義的

責任を有するものであって、生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自

立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るように努めるものとする。」と示され

ており、家庭は、子どもたちの生活や学習の基盤であり、保護者の責任は重い。その

ため、保護者が子の教育について主体的に学び、自信を持って子の教育に当たること

ができるように支援をすることが必要です。また、子どもは地域との関わりの中で、

郷土を大切にする心や道徳的実践力が養われることから、地域ぐるみで子どもの教育

に取り組む環境づくりを進めていくことも必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

        中学生：理科「水や栄養分を運ぶしくみ」の学習の様子 
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３  施策の基本方向２について   

～  市民一人一人が生涯にわたり充実した学びができる施策の推進 ～ 
 

 基本理念実現のためには、市民一人一人が生涯にわたり充実した学びができるよう

にすることが必要です。乳幼児・子どもから障がい者、高齢者など誰もが自由に等し

く学習できる環境整備が求められています。そのために、次の３つの視点から施策を

推進する必要があります。 
 

（１）誰もが心豊かに生きることのできる生涯学習の推進 

 羽島市の生涯学習体制については、はしま市民教授やはしまエルボランティア連絡

協議会の活動、コミュニティセンター及び公民館における学習など、個人の能力や学

習の成果を生かすための仕組みが構築されており、今後もこうした取組をさらに発展

させ、地域に学び、地域に生かす地域づくり型生涯学習を推進する必要があります。 

 

（２）芸術・文化活動の振興及び活用を通し、誰もが誇りをもって語れる「ふるさと

羽島」の実現 

 市民一人一人が羽島市に誇りをもち、生き生きとした毎日を送ることができるよう

にするために、羽島市の歴史・文化等への関心を高めるイベント・事業の推進ととも

に、羽島市文化資産のまちづくりへの活用、伝統文化の後継者育成のための支援策の

充実等による伝統文化の保存・継承などを推進していく必要があります。 

 

（３）誰もが健康で活力ある生活を送ることのできる生涯スポーツ社会の実現 

 市民一人一人が健康で生き甲斐のある毎日を送ることができるようにするために、

生涯スポーツの果たす役割は大きいと考えます。市民誰もが、それぞれの体力や年齢、

趣味、目的などに応じ、いつでも、どこでもスポーツに親しむことのできる生涯スポ

ーツ社会の実現をめざす必要があります。そのために、「総合型地域スポーツクラブ

への加入促進」「各種スポーツクラブ団体の活動支援」「指導者の育成」「各種スポー

ツ教室や大会開催等の推進」「施設・設備の充実と適切な維持管理」などの施策を推

進していきます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

            はしま活き活き講座「１日だけの、コーラス体験」



施策の推進体系図

＜基本方針＞ 将来都市像「心安らぐ 幸せ実感都市 はしま」の実現のため、次代を担う心豊かな人を育むまちづくりを推進します。

＜教育理念＞目標を持ち ともに問題に取り組み 新しい時代を切り開くことのできる人づくり

～ 市民一人一人が「私は、この目標に向かって、今、このことを頑張っています。」と言い切れる羽島市 ～

施策の基本方向１ 子どもたちに「生きる力」を確実に育む施策を推進します。 施策の基本方向２ 市民一人一人が生涯にわたり充実した学びができる施策を推進します。

重点
安全で安心して学ぶこと

重点
生きる力を育む学校づく

重点
豊かな心を育む家庭・地

重点 誰もが心豊かに生きるこ 重点 芸術・文化活動の振興及び活用 重点 誰もが健康で活力ある生

目標
ができる学校づくり

目標
り

目標
域社会の教育力の向上

目標 とのできる生涯学習の推 目標 を通じ、誰もが誇りをもって語 目標 活を送ることのできる生

１ ２ ３ ４ 進 ５ れる「ふるさと羽島」の実現 ６ 涯スポーツ社会の実現

［重点施策１－１］ ［重点施策２－１］ ［重点施策３－１］ ［重点施策４－１］ ［重点施策５－１］ ［重点施策６－１］

安心して学ぶことのできる環 確かな学力の育成 子育て支援の充実 生涯学習推進基盤の整備 芸術・文化活動の振興 生涯スポーツの推進

境の確保

◆すべての子どもの基礎的・基 ◆少子化対策の推進 ◆「羽島市生涯学習都市づくり ◆芸術・文化活動の振興と交流 ◆「羽島市健幸づくり条例」を

◆いじめや問題行動に対する未 本的な学力の定着 ◆「羽島市子ども・子育て支援 ５カ年計画」の推進 支援 踏まえた具体的施策の推進

然防止、早期発見、早期対応 ◆教員の資質、能力の向上 事業計画」の推進 ◆市民がいつでも、どこでも主 ◆羽島市文化センターの利用拡 ◆「羽島市スポーツ推進計画」

の徹底 ◆子育て支援サービスの充実 体的に学習ができる学習環境 大と多彩な芸術・文化にふれ の策定と具体的施策の推進

◆「羽島市子どものいじめの防 ◆家庭教育の充実 の整備 あう機会の提供 ◆スポーツ・レクリエーション

止に関する条例」の効果的な ［重点施策２－２］ ◆ＰＴＡ活動の充実 ◆公民館及びコミュニティセン ◆芸術・文化活動振興のための の推進

運用 道徳教育の充実 ターの活動の充実 人材発掘と後継者育成

◆子どもの悩みに対応した相談 ◆図書館機能の充実

体制の充実 ◆命を大切にする教育の充実 ［重点施策３－２］ ◆生涯学習施設の整備及び担当 ［重点施策６－２］

◆保・幼・小・中・高校間の連 ◆道徳性を養う指導の充実 青少年育成活動の充実 者の資質向上 ［重点施策５－２］ 総合型地域スポーツへの加入

携強化 ◆「あいさつ city・羽島」の推 伝統文化並びに文化財の保存 促進

進 ・継承・活用

◆体験活動やボランティア活動 ［重点施策４－２］ ◆総合型地域スポーツクラブの

［重点施策１－２］ の充実 市民の学習活動の支援 ◆文化財等の保存と調査、研究 理念、活動目的等についての

施設設備の充実 ［重点施策２－３］ ◆地域ぐるみの育成活動の充実 の実施 啓発活動の推進

健康・体力づくりの推進 ◆健全な環境づくりの推進 ◆多様な学習機会の提供 ◆郷土の自然や歴史、文化遺産 ◆総合型地域スポーツクラブの

◆学校施設の耐震化の推進 ◆市民の学習活動をサポートす の活用 活動への参加促進

◆北部学校給食センターの更新 ◆健康教育の推進 る人材の育成と活用 ◆伝統文化の啓発と後継者育成 ◆スポーツイベントやスポーツ

◆プール、武道場の整備 ◆体力、運動能力の向上を図る ［重点施策３－３］ ◆歴史民俗、映画資料の収集と 教室の充実

◆学校空調設備の整備 事業の推進 青少年団体の支援 収蔵品の活用

◆長寿命化を踏まえた学校施設 ［重点施策４－３］ ◆（仮称）観光交流センターの

の修繕、改修、保守点検業務 ◆子ども会やジュニアリーダー 学習成果の活用 活用 ［重点施策６－３］

等、維持管理の徹底 ［重点施策２－４］ クラブ等の青少年団体の活動 スポーツ団体の活動支援・指

食育の推進 支援 ◆学んだ成果を地域社会に役立 導者の育成

てる「地域づくり型生涯学習」

［重点施策１－３］ ◆食に関する指導及び地産地消 の推進 ◆各種スポーツ団体の活動支援

教育備品の充実 の推進 ［重点施策３－４] ◆トップアスリートの育成支援

放課後及び休業日の活動の充 ◆スポーツ指導者の資質向上

◆学校管理用や教材用備品、学 実 ［重点施策４－４］

校図書などの充実 ［重点施策２－５］ 男女共同参画の推進

幼児教育の充実 ◆地域活動の充実 ［重点施策６－４］

◆サイエンスセミナーやスポー ◆男女共同参画社会の意識啓発 スポーツ教室や大会開催等の

◆教育カリキュラムの充実 ツ教室等、各種講座やイベン ◆「羽島市男女共同参画プラン」 推進

◆園・家庭・地域社会との連携 トへの積極的な参加 の推進

強化 ◆地域人材の育成と活用 ◆各種スポーツ教室や大会開催

◆幼・小の連携強化 の支援

［重点施策２－７］ ◆交流活動や体験活動の充実 ［重点施策４－５］ ◆各種イベントの広報啓発活動

今日的課題への対応 国際交流の推進 の推進

◆桜堤サブセンターの活用

◆小中一貫教育の推進 ［重点施策２－６］ ◆国際交流活動の充実 ［重点施策６－５］

◆ふるさと教育の推進 特別支援教育の充実 ◆外国人が暮らしやすいまちづ 施設の充実と適切な維持管理

◆キャリア教育の推進 くり

◆国際理解教育の推進 ◆ニーズに応じたきめ細かな支

◆英語、理数科、情報、環境、 援の充実 ◆体育施設の計画的な整備と適

防災教育の充実 ◆就学前から就労までの長期的 切な維持管理

◆安全指導の充実 支援の充実 ◆指定管理者制度の効果的な活

用
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